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平成２４年度 森林（もり）のギャラリー展示団体募集要項 
 
 近畿中国森林管理局では、多くの国民が親しむ「開かれた国有林」を目指すため、局庁
舎１階の展示ギャラリー［森林（もり）のギャラリー］への展示参加を広く募集しており
ます。 
  展示を希望される団体は、下記の展示参加の項目に同意の上、申し込みをして下さい。 
 

記 
 

森林（もり）のギャラリーの展示参加について 
 
１ 展示の参加者 
    国の機関、地方公共団体、公益法人及び特殊法人、その他の団体（森林組合、農業協
同組合、森林ボランティア団体、地元自治会等地域の活性化に取り組んでいる団体、国
の地方機関又は地方公共団体が推薦する団体など） 
 企業については、森林の整備に係る社会貢献活動の促進、又は木材の利用拡大につな
がる展示を行う場合には、参加を認めます。ただし個人は認めません。 

 
２   展示の目的 
  ・国有林のＰＲに資するもの 
 ・森林の保全・整備及び利用の促進、農林水産業、農山漁村及び中山間地域等の振興に

関する普及啓発に資するもの 
 ・その他上記の促進に効果があると判断できるもの 
 ・業務の執行に支障となるもの、営利を目的とするものは対象としない 
  ただし、上記の目的達成のために必要と認められ、かつ、少量・少額の販売について

は認めます。 
 
３ 展示品の種類等 
 ・森林の保全・整備及び利用の促進、農林水産業、農山漁村及び中山間地域等の振興に

関連した物品 
 ・森林教室等各種教室としての利用 
 ・ポスター・パンフレット類    
 ・写真・絵画 
 ・盆栽・鉢物・生け花 
 ・その他上記２の目的達成のために認められるもの （例：配布会・実演会・演奏会等） 
 
４ 展示場所 
  近畿中国森林管理局１階（大阪府大阪市北区天満橋１－８－７５） 
    トゥリーアム 及び プロムナードギャラリー（添付地図及び図面参照） 
    ※ 通路及び消防施設の周囲を確保すること 
 
５ 展示の方法 
  ・ステージ・飾り棚・机上等への陳列 
 ・掲示板・ガラス壁等への掲示 
 ・ビデオ放映 
 ・その他目的達成のために必要と認められるもの  （例：ステージを利用した実演等） 
 
 
６ 展示期間 
    原則として２週間 
 



７ 観覧時間 
    原則として平日 ９時～１７時 
  休日の展示を希望する場合は、「12 休日対応について」を了解のうえ、調整を行い
ます。 

 
８ 展示料 
    無 料 
 
９ 展示にあたっての責任 
 ・展示品の搬入搬出・保守管理、庁舎の管理等展示にかかる一切の責任は、展示参加者
が負うこと 

 ・展示にあたり、庁舎を破損等した場合は、その修繕費用を展示参加者が負担すること 
 
10 申し込み方法 
    所定の申込書（森林管理局またはホームページから取り込み）に、団体の場合は会則
及び活動内容が分かるものを添付のうえ、平成２４年１月３１日までに近畿中国森林管
理局計画部長あて提出して下さい。 

 
11 展示団体の決定について 
  展示希望の申込み受付後、年間予定を決定し、３月上旬に申込み団体に通知いたしま
す。 

  同一期間を希望する団体が複数あった場合、当方で調整させていただくこともありま
す。 

 
12 休日対応について 
 ・森林管理局の守衛業務を受けている委託先に警備の業務を委託する。 
   （委託先については、毎年度入札により決定するため、その年度の委託先とする。） 
 ・警備業務の内容は、９時から１７時の間、１名の警備員を配置すること。 
 ・警備員の経費については、展示参加者が負担すること。 
  （参考として現在の業者の見積額は  １日  １７ ,６４０円です。金額については、来年
度の委託先が確定後、希望団体に金額を通知し、あらためて休日申込みを受付します。） 

 ・警備の方法は、食堂側の出入口は閉鎖、相談室のところで通行を閉めきり、警備員を
配置する。トイレ利用は、１階男女のトイレとし、奥の階段の手前で通行閉めきりとす
る。 

 
13  その他 
    詳細については、近畿中国森林管理局までお問い合わせ下さい。 
 
 
 

 
  お問い合わせ先 
  近畿中国森林管理局 指導普及課 企画係 
  〒５３０－００４２ 大阪市北区天満橋１－８－７５ 
            TEL ０５０－３１６０－６７５１ 
            FAX ０６－６８８１－３５６４ 
           メールアドレス kc_shidou@rinya.maff.go.jp 
 

 










